
○令和５年度公立幼稚園における公定価格の一覧（１人当たり月額）

施設名 利用定員 認定区分 保育必要量 年齢区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

4歳以上児 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 655,440

3歳児 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 757,800

4歳以上児 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 54,620 655,440

3歳児 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 63,150 757,800

4歳以上児 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 50,610 607,320

3歳児 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 59,140 709,680

4歳以上児 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 54,210 650,520

3歳児 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 62,740 752,880

※　幼稚園の場合、法定代理受領した施設型給付費等の額は、上記の公定価格の額と同額となります。

※　認定こども園、地域型保育事業の場合、法定代理受領した施設型給付費等の額は、上記の公定価格の額から、各教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。

※　保育所の場合、法定代理受領ではなく、利用者負担額を市で徴収し、公費負担額と利用者負担額を合わせた金額が委託費（公定価格）となります。

※　上記は月を通じて在籍した児童に係る公定価格の額であり、月の途中に入退所した場合は、在籍日数に応じて日割り計算した額となります。

神坂幼稚園 35 1号 教育時間

西幼稚園 50 1号 教育時間

南幼稚園 45 1号 教育時間

中津川幼稚

園
45 1号 教育時間


